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研究要旨： 

本研究は安全衛生活動に関するESG情報開示のエビデンス・良好事例集、および、行政

の関与方法に関する提言を作成することを目的とする。本研究は、以下の研究目的を達成す

るために3ヵ年計画で実施した。 

（１）ESG情報開示制度調査

１． 労働安全衛生とESG・SDGsに関する法令文献レビュー 

２． ESG評価会社による労働安全衛生の評価 

３． ビジネスと人権の指導原則の視点からみた労働安全衛生 

４． 欧米と日本における労働安全衛生に関する会計学的調査とその考察 

（２）ESG実態調査

５． 日本および台湾の上場企業の労働安全衛生の実態および開示 

６． ESGの視点からみた労働安全衛生の優良企業事例 

７． 米国・欧州の上場企業における労働安全衛生の情報開示に関する良好事例 

８． 中小企業における労働安全衛生および健康経営の情報開示の実態、経営者の考

え、および、その効果に関する調査 

９． サプライチェーンにおけるESGおよび労働安全衛生マネジメント

(3) ESGニーズ調査

１０． 機関投資家のニーズ調査、および、企業と投資家との対話に関する実態調査

(1)ESG情報開示制度調査では、まず2020年度にLexisデータベースを利用して、英米法

を中心とする法令を検索したが、ヒットしなかった。2022年度に再度、同データベースで法令

検索を行ったところ、いくつかの文献を検索できた。そのため直近で法令関連の文書が発出

されていることがわかった。内容は、主に情報開示やデューディリジェンスなどについてであっ

た。ESG評価インデックスを作成している会社の情報は、インタビューと公開情報から収集し

た。いずれの評価にも労働安全衛生が入っていること、また、業種によって何を重要視する

か、内容による重み付けがされていた。ビジネスと人権の指導原則は、公開情報を収集した。

労働安全衛生も主要な人権と位置付けられており、良好事例においては、自社のみならずサ

プライヤーを含めて人権配慮の取り組みがシステム化されていた。会計学的調査では、文献

レビュー、有価証券報告書の記載内容の調査、地方銀行等への質問紙調査を行った。有価

証券報告書では、「第２ 事業の状況」「第４ 提出会社の状況」「第５ 経理」のなかに労働安

全衛生を記載していた。また、東京証券取引所（JPX）は、コーポレートガバナンス・コードの
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改定により、補充原則２-４①と３-１③の中で人的資本に関わる情報を「より高水準」の内容とし

て開示すべきことが求めていた。 

(2)ESGに関連する実態調査では、日本および台湾で2020年度にCSR関連報告書、統合

報告書の記述内容を調査した。報告書を発行している企業の8割は労働安全衛生を記述し

ており、最近では特に統合報告書で発行している企業が増えていた。2022年度に実施した

労働安全衛生担当者に対する質問紙調査では、労働災害件数や度数率・強度率等の労働

安全衛生に関する指標は数値化して把握しており、また、多くの者が開示すべきと考えてい

た。関連分野である健康経営に関して、健康経営度総合偏差値が高いほど、労働災害度数

率が低く、これらの相関を認めることが明らかとなった。労働安全衛生を確実に実施すること

は、健康経営の評価をあげるうえでも重要である可能性があり、この点は企業が労働安全衛

生に取り組むインセンティブになるかも知れない。開示の良好事例では、経営層が労働安全

衛生に直接、関与していることを具体的に記述していること、労働安全衛生が人権の中核的

な課題であることを示していること、アウトカムとなる指標（数値）を開示しており、その際、指標

の具体的な定義を示し、複数年の結果を示すことで経年変化を示していること、結果に対す

る要因を分析し、その対応策について記述するという工夫をしていること等の特徴を認めた。

中小企業では、2022年度での質問紙調査で、労働災害件数や度数率・強度率等の労働安

全衛生に関する指標は数値化して把握しており、また、多くの経営者が開示すべきと考えて

おり、上場企業と同様の結果であった。2020年度の質問紙調査では、情報開示することによ

り人材採用場面で効果が出ることが明らかとなった。 

(3)ESGニーズ調査では、機関投資家は労働安全衛生に関して、労働災害件数（死傷者

数も含む）、労働安全衛生の基本方針の制定、労働安全衛生の担当者への教育・研修、労

働安全衛生に関する労働者研修に関心が高かった。健康経営度偏差値の高い企業は、健

康経営に関して投資家と対話を行っていた。 

これらの結果から、以下の通り結論づけた。 

・現時点でESGと労働安全衛生に関連する法的義務が出されている国は存在しないが、証

券取引所が定めたルールにより、上場企業は労働安全衛生を開示する企業が存在する。

ESGインデックスを作成する会社の評価項目に労働安全衛生が含まれており、上場企業は

開示することへの環境は一定程度、整っているが、開示の程度は企業によりばらつきがある。

最低限の労働安全衛生に関する開示項目を定め、開示を促す指針が必要かも知れない。労

働安全衛生分野以外では、人的資本可視化指針等が発出され始めている。 

・中小企業の経営者、上場企業の労働安全衛生担当者は、労働災害件数や度数率・強度率

等の労働安全衛生に関する指標は数値化して把握しており、また、多くの者が開示すべきと

考えていた。労働安全衛生分野で開示を促すべき項目は、これらが優先順位が高いと考えら

れる。 

・労働安全衛生と健康経営は、そのパフォーマンスに相関をみとめる可能性がある。今後、労

働安全衛生と健康経営は統合して進めることも一案である。これらの情報開示について、中

小企業への調査で、いずれの活動も、開示している企業は人材場面での効果が高かった。こ

の点は情報開示することのインセンティブとなる。機関投資家からは、労働安全衛生はリスク
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マネジメント、健康経営は人的資本への対応を捉えられており、社外への情報開示や対話で

はその点を踏まえた説明が必要となる。 

研究分担者 
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Ａ．目的 

持続可能な開発目標（SDGs）が2030年

までの達成目標として注目されている。それ

に先立ち、2006年に国連が責任投資原則

の中で機関投資家が投資をする際に、ESG

（環境/社会/企業統治）を重視するよう提言

し、企業経営者もESG経営に注目し始めて

いる。我々は、ESGの一環として安全衛生

活動を積極的におこなっている企業が評価

され、投資される社会が望ましいと考える。

そのためには、活動の適切な情報開示の方

法や、開示や評価を促すための仕組みが必

要であるが、現時点で存在しない。そこで、

本研究は3年間で安全衛生活動に関する

ESG情報開示のエビデンス・良好事例集、

および、行政の関与方法に関する提言を作

成することを目的とする。 

本研究は、以下の研究目的を達成するた

めに3ヵ年計画で実施した。 

（１）ESG情報開示制度調査 

１． 労働安全衛生とESG・SDGsに関

する法令文献レビュー 

２． ESG評価会社による労働安全衛生

の評価 

３． ビジネスと人権の指導原則の視点

からみた労働安全衛生 

４． 欧米と日本における労働安全衛生

に関する会計学的調査とその考察 

（２）ESG実態調査 

５． 日本および台湾の上場企業の労働

安全衛生の実態および開示 

６． ESGの視点からみた労働安全衛生

の優良企業事例 

７． 米国・欧州の上場企業における労

働安全衛生の情報開示に関する良好事例 

８． 中小企業における労働安全衛生お

よび健康経営の情報開示の実態、経営者の

考え、および、その効果に関する調査 

９． サプライチェーンにおけるESGおよ

び労働安全衛生マネジメント 

(3) ESGニーズ調査 

１０． 機関投資家のニーズ調査、および、

企業と投資家との対話に関する実態調査 

 

Ｂ．方法 

（１）ESG情報開示制度調査 

１． 労働安全衛生とESG・SDGsに関

する法令文献レビュー 

本研究では、諸外国の法令を調査するに

あたり、本格的な法令レビューを実施するか

否かを判断するために、feasibility study

を実施することを目的とした（2020年度）。ま

た、その結果を参考にし、研究者によるハン

ドサーチにより追加的に法令検索を行った

（2022年度）。 

英米法の収載が多いデータベースである

Lexis を 用 い て 、 安 全 衛 生 と

SDGs/ESG/CSR 等 と を 満 た す法令 を

feasibility studyとして2021年1月15日～

2021年2月1日に検索を行った。また、2020

年度以降に発行された法令の有無を確認

するため、研究協力者がLexisの法令デー

タベースを用いて、米国、英国を対象国とし、

occupational、health、safety、ESGをキ
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ーワードとして法令検索を行った。 

２． ESG評価会社による労働安全衛生

の評価 

ESG評価インデックスへのインタビューお

よび資料収集を行った 。 2社 （ FTSE 

Russell、S&Pグローバル）とインタビューし、

その2社は、ESG評価の中で具体的に安全

衛生の項目について、企業の情報開示の

評価を行っているのかについて具体的な情

報を入手した。また、2社（MSCI、サステイ

ナリティクス）については、公開情報から情

報を収集した。 

 

３． ビジネスと人権の指導原則の視点

からみた労働安全衛生 

文献およびインターネットを用いた検索に

より、ビジネスと人権に関する指導原則に関

連する情報を収集し、まとめた。また、本原

則に基づき情報開示している代表的な企業

４社（ユニリーバ、ネスレ、マークス＆スペン

サー、HP（ヒューレット・パッカード））を選定

し、その開示内容について調査した。 

 

４． 欧米と日本における労働安全衛生

に関する会計学的調査とその考察 

2020年度は、研究目的・計画に示されて

いる「ESG情報開示制度」とも関連させなが

ら、欧米や日本における企業の労働安全衛

生活動を対象とした文献レビューと、日本企

業の実践的取り組みの現状に関する研究・

調査を行った。 

2021年度は、2020年度での研究・調査

を継続しつつ、さらに詳細に分析していくた

めに、①欧米の労働安全衛生に関する制度

と企業活動の歴史的変遷、②欧米の労働安

全衛生に関する企業会計の研究動向、③

日本における企業の労働安全衛生活動の

現状と研究動向、の3つに分けて検討した。 

2022年度は、これまでの研究・調査結果

をもとに、①欧米の労働安全衛生に関する

制度と企業活動の歴史的変遷、②欧米の労

働安全衛生に関する研究動向と現状分析、

③日本における企業の労働安全衛生に関

する研究動向と現状分析、について実施し

た。 

 

（２）ESG実態調査 

５． 日本および台湾の上場企業の労働

安全衛生の実態および開示 

東京証券取引市場第一部に上場してい

る全ての企業2172社のホームページをす

べて確認し、報告書の有無、ページ数、報

告書タイトル、労働安全衛生の記述内容・量

を調査した。台湾の上場企業においては、

TWSE（台湾証券取引所）またはTPEx（タ

イペイエクスチェンジ）に上場している企業

を対象とし、日本と同じ手順で調査を行った。

ホームページに公開されている企業理念を

データベース化し、報告書有無・内容との関

連を分析した。 

上場企業（プライム市場）（2022/9/9現在

で1,836社）の労働安全衛生部門の担当者

を対象とし、労働安全衛生の社外への情報

開示の実態に関する質問紙調査を実施し
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た。 

2019年度の健康経営度調査票(大規模

法人)の個票データを経済産業省に研究利

用申請を行い取得した。本調査票は、2018

年4月1日から2019年3月31日の状況につ

いて把握されたものである。CSRデータに関

しては、東洋経済新報社から発行されてい

る2021年版のCSRデータベースを用いた。

CSRデータベースには、2018年度および

2019年度の労働災害度数率のデータが含

まれている。説明変数を健康経営度総合偏

差値、目的変数を2018年度及び2019年度

の労働災害度数率とし、重回帰分析を行っ

た。 

 

６． ESGの視点からみた労働安全衛生

の優良企業事例 

デンマークに本社のあるノボ ノルディスク

の人権、労働安全衛生分野の担当者に、オ

ンラインでインタビューを実施。また、安全衛

生の模範事例として報告書の内容について

の紹介を行った。 

 ESG情報開示の安全衛生項目について、

今回4社（味の素株式会社、株式会社堀場

製作所、株式会社リクルートホールディング

ス、ヤマト運輸株式会社）とインタビューを実

施した。他国内1社（塩野義製薬株式会社）、

海外 1社（Nestlé S.A. ） については、

Website、および報告書についての情報開

示内容を確認した。 

 

７． 米国・欧州の上場企業における労

働安全衛生の情報開示に関する良好事例 

野村世界ESG株式インデックスファンド

（確定拠出年金向け）運用報告書（全体版） 

第17期（決算日2021年5月27日）（2020年5

月28日～2021年5月27日）に掲載されてい

る外国株式の企業107社のホームページを

検索し、研究者が良好であると判断した事

例を収集した。 

 

８． 中小企業における労働安全衛生お

よび健康経営の情報開示の実態、経営者

の考え、および、その効果に関する調査 

2020年度健康経営優良法人（中小規模

法人部門）に認定された4816法人のうち、

約半数である計2437法人をランダムサンプ

リングし、調査対象とした。ホームページ調

査を調査し、労働安全衛生や健康経営に関

する記載内容と良好事例を収集した。また、

良好事例の企業に対してインタビュー調査

を実施した。 

健康経営優良法人2020（中小規模法人

部門）で住所が特定できた4,686法人の経

営層を対象に調査票を郵送した。調査項目

は、従業員の状態や安全衛生の状況に関

する情報の把握意思及び実態と、社外への

開示の有無である。 

健康経営優良法人（中規模法人部門）

2020に認定された法人の事業者・経営者に

対して質問紙調査を実施した。労働災害防

止の取組み、および、健康施策・健康経営

の取組みを社外に開示しているかについて

聴取した。効果は、健康経営優良法人の認
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定に関連して、人材採用場面での競争力に

良い影響があったかの有無について聴取し

た。労働災害防止、および、健康施策・健康

経営のそれぞれについて、社外への情報開

示なしと比較し、開示ありの企業が人材採用

場面での競争力に良い影響ありとなるオッズ

比(95%CI)をロジスティック回帰分析で計算

した。 

 

９． サプライチェーンにおけるESGおよ

び労働安全衛生マネジメント 

インターネット上で行動規範や監査項目

が公表されている5団体（FLA、SA8000、

RBA、Sedex、amfori）の行動規範および

監査項目の中で、労働安全衛生(安全衛生

含む)として取り上げられている項目を一覧

化し比較を行った。また、サプライヤー管理

に関する安全衛生項目についてのインタビ

ューについて、「三起商行株式会社」「株式

会社アシックス」「株式会社アダストリア」と3

社のインタビューを実施した。 

 

(3) ESGニーズ調査 

１０． 機関投資家のニーズ調査、および、

企業と投資家との対話に関する実態調査 

アンケート調査は2022年3月に紙の調査

票を郵送し、参加者の利便性を考慮して、

回答済みの調査票の返送、または、Webア

ンケートへの入力により回答を得た。対象は、

「責任ある機関投資家の諸原則（日本版ス

チュワードシップ・コード）」の受入れを表明

した機関投資家(2021.9.30時点での316機

関)のESG投資部門担当者とした。調査項

目は、基本情報、ESGにおける労働安全衛

生および健康経営の認識、ESG投資にお

ける労働安全衛生および健康経営の重要

度、情報入手およびエンゲージメント、とし

た。 

説明変数は、健康経営度の総合偏差値

(5分位)とした。目的変数は、投資家との対

話の形態を設定した。対話の定義として、企

業側から投資家への対話としては、1)具体

的なKPIを設定し対話を行っている、2）健

康経営を企業の成長戦略の中に位置づけ、

投資家に対して説明を行っている、3）ESG

など健康経営をテーマに含めた投資家向け

の説明会やミーティングを開き、健康経営に

ついての詳しい情報を投資家に説明してい

る、4）経営トップ自らが投資家に健康経営

についての自社の方針を説明している、5）

SRIファンドやESGなど健康経営を評価軸

に含めている投資家を訪問している、の5項

目とし、いずれかに該当した場合は、企業側

から投資家への対話があるものと判別した。

また、投資家から企業への対話に対しては、

1）投資家から方針等について説明を求めら

れ、個別に説明したことがある、2）投資家か

ら具体的な指標の状況に関しての説明を求

められ、個別に説明した事がある、3）SRIフ

ァンド等から健康経営に関するアンケートや

取材があり、対応した事がある、の3項目の

いずれかに該当した場合は投資家から企業

側への対話があると定義した。今回の調査

では、健康経営度調査票に回答した上場企
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業のみを対象とし、目的変数と説明変数との

関係を、ロジスティック回帰分析を用いて解

析を行った。また、業種および企業規模を

調整し、オッズ比を算出した。 

 

Ｃ．結果 

（１）ESG情報開示制度調査 

１． 労働安全衛生とESG・SDGsに関

する法令文献レビュー 

Feasibility studyの結果、安全衛生を含

んだ検索数で最多は「安全衛生×CSR」で

あ り 、 法 令 及 び 法 律 (Statutes and 

Legislation)で775件、次いで「安全衛生×

ESG」で219件であった。キーワードの前後

の文脈をともに、本研究の目的に合致する

法令を探索した。その結果、該当する法令

を見つけることができなかった。一方で、

2022年度に研究者によるハンドサーチによ

り法令を追加的に検索した結果、いくつかの

文献がヒットした。ESG/CSRの分野におけ

る世界的な動きが加速してきている可能性

が示唆された。法令で規制が設けられてい

た内容は、主に情報開示、デューディリジェ

ンスなどについてであった。 

 

２． ESG評価会社による労働安全衛生

の評価 

基本的に評価インデックスでの評価方法

は様々であり、また業界によっての質問項目

の比重の重みづけも変わる。それぞれの評

価インデックスにおける、業界それぞれで求

められている情報開示方法を理解し進める

ことで、それぞれの評価インデックスの基準

を満たすことができる。これらの基準を満た

すことで、基本的に安全衛生に関する情報

開示を良好にすることができる。 

 

３． ビジネスと人権の指導原則の視点

からみた労働安全衛生 

ビジネスと人権に関する指導原則は、「国

家の人権を保護する義務、人権を尊重する

企業の責任、人権侵害を受けた人の救済の

アクセス」の 3 つの柱で構成されている。

企業は、ビジネスと人権に関する指導原則

に則って情報開示を行うにあたり、「国連指

導原則報告フレームワーク」がある。具体的

には、① 人権報告をビジネスの文脈に位

置づける、②情報開示の最低基準を満たす、

③ 進行中の改善内容を説明する、④人権

尊重に焦点をおく、⑤ 人権への最も深刻な

影響（顕著な人権課題）に取り組む、⑥関連

地域の事例をバランスよく提供する、⑦除外

した重要情報について説明する、である。良

好事例では、自社のみならず、サプライヤー

を含めて、安全衛生を含む、人権を配慮す

る取組みがシステム化されていた。 

 

４． 欧米と日本における労働安全衛生

に関する会計学的調査とその考察 

健康経営銘柄2020に選ばれた大企業40

社の有価証券報告書における開示項目の

記載内容について分析した。その結果、「第

2 事業の状況」の項目に労働安全衛生や

ESGに関する情報を開示している企業が多
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いことから、労働安全衛生、ESG、新型コロ

ナウイルス対策を重要な経営戦略として捉

え、これを実現するための従業員マネジメン

トやその対策を行っていることを明らかにし

た。また、「第4 提出会社の状況」の「コーポ

レート・ガバナンスの状況等」や、「第5 経

理」の項目にも情報開示されていることから、

新型コロナウイルス対策も加味したガバナン

ス強化や、労働安全衛生活動成果の可視

化により、今後サステナビリティ経営とは異な

る新たな戦略策定、組織編成、マネジメント

を展開していく可能性があることを考察し

た。 

会計学（主に財務会計）の視点から、欧米

における人的資源への投資が企業価値に

与える影響とその開示について検討した。

特に、ここでは、SEC、IFRS®、国際標準化

機構（ISO）の制度的特徴とともに、セラフェ

イム（Serafeim, G.）等によって提唱されたイ

ンパクト加重会計 (IWA)の概念や特徴につ

いては、2022年度で考察する国際連合欧

州経済委員会（UNECE）で検討されている

人的資本サテライト勘定と関係させながら明

らかにした。 

GRIスタンダード（労働安全衛生GRI403、

研究と教育GRI404）に基づいて、安全衛生

優良企業60社を対象とした労働安全衛生

活動の現状を調査した。その結果、対象企

業の半分近くが、労働者の健康増進と労働

安全衛生に関する労働者研修に取り組み、

4割近くの企業が労働衛生サービスと労働

安全衛生における労働者の参加、協議、コ

ミュニケーションに取り組んでいた。その他

に、4割近くの企業が従業員スキル向上プロ

グラムおよび移行支援プログラムを実施して

いた。また、ここでは、戦後から現在までの

外部報告と内部管理に関する文献調査も実

施した。その結果、社会責任会計や企業社

会会計が登場した60年代後半から各国で

公表されている従業員の雇用、健康、安全

衛生に関する外部情報開示モデルの検討

や、健康経営の制度的特徴や新型コロナウ

イルス感染症対策下での健康経営の評価

モデルの検討がなされていた。 

 

（２）ESG実態調査 

５． 日本および台湾の上場企業の労働

安全衛生の実態および開示 

日本の上場企業のCSR関連報告書また

は統合報告書いずれかを発行している企業

は42.4%(921社)だった。CSR関連報告書

における安全衛生の記載率は82.3%であっ

た。 一方で、台湾の上場企業では、労働

安全衛生の記述は95%（143社）に認めた。

91%の企業がマテリアリティに労働安全衛生

を記載しており、64%の企業が労働安全衛

生を目標として記述していた。報告書を発行

している企業や、報告書の中に安全衛生や

メンタルヘルスを情報開示している企業の

理念には、「地球環境、および資源の保全、

持続可能な社会への貢献、人々の安心と安

全、利害関係者からの信頼」というトピックが

含まれる傾向にあった。 

７割を超える企業が労働安全衛生に関す
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る状況を投資家を含む社外の利害関係者

に公表していた。労働安全衛生部門が執筆

を担当し、目標と計画およびその達成状況

を多くの企業が開示していたが、個別施策

の実施回数や参加率等、プロセス指標のデ

ータはあまり開示されていなかった。労働災

害件数や度数率・強度率は数値化して把握

していたが、安全文化については把握して

いなかった。 

健康経営度総合偏差値が高いほど、労

働災害度数率が低かった。 

 

６． ESGの視点からみた労働安全衛生

の優良企業事例 

ノボノルディスクは、欧州のサステナビリテ

ィ先進的企業としての取り組みについて、社

規にサステナビリティの全体を推進するもの

としての「トリプル・ボトム・ライン」を据えてお

り、労働安全衛生を含むサステナビリティに

ついて活動の推進とともにその活動の情報

としてのESG情報開示を実施していた。また

労働安全衛生に関する実際の取り組みを従

業員とともにサプライヤーへの監査とともに、

その後の浸透も図り、それぞれが自分事とし

て推進ができるように進めていた。 

 

７． 米国・欧州の上場企業における労

働安全衛生の情報開示に関する良好事例 

Bristol Myers Squibb ブリストル・マイ

ヤーズ スクイブ (アメリカ)、Coca Cola コ

カ・コーラ (アメリカ)、ナイキ (アメリカ)、

Unilever plc（イギリス）の４社を良好事例と

して抽出した。 

良好であると判断したポイントをまとめると、

次の通りとなる。 

・経営層が労働安全衛生に直接、関与して

いることを具体的に記述している 

・労働安全衛生が人権の中核的な課題であ

ることを示している。 

・アウトカムとなる指標（数値）を開示している。

その際、指標の具体的な定義を示す、複数

年の結果を示すことで経年変化を示す、結

果に対する要因を分析し、その対応策につ

いて記述するという工夫をしている。 

・マテリアリティのなかでの労働安全衛生の

位置づけについて説明している。 

 

８． 中小企業における労働安全衛生お

よび健康経営の情報開示の実態、経営者

の考え、および、その効果に関する調査 

ホームページが認められた法人数は、全

業種で2217社/2437社(91.0％)であった。

ホームページが認められた法人のうち、

ESG、SDGsに関する記載があった法人数

は各々5社/2217社(0.2%)、130社/2217社

(5.9%)であった。情報開示の良好事例では、

健康の取組みをSDGsの目標と関連付けて

提示する等、工夫がみられた。健康施策へ

取組むきっかけは、経営者の思いやメンタ

ルヘルス不調者が続いた等、様々であった。

情報開示における工夫では、わかりやすい

表現をする、絵文字や写真を利用する、ペ

ージをカラフルにする等がみられた。取組み

や情報発信の効果では、ホームページや
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SNSへの反応やコメントが増加している等の

社外の反応とともに、社内では健康意識が

あがることが実感されていた。 

質問紙調査では、1,176社から回答を得

た(回答率25.1%)。労働安全衛生情報につ

いて、仕事でのストレスや熱意活力を把握し

たいと回答されていた。労働災害件数や度

数率・強度率は数値化して把握していたが、

離職意思については把握していなかった。

労働災害の発生状況(労働災害件数、度数

率、強度率)について開示すべきと回答され

ていた。 

2020年度に実施した質問紙調査では、

4,816社のうち、郵送が未達であった19社を

除く4,797社を対象とし、1,901社から回答を

得た（回答率40%）。労働災害防止の取組

みの社外への開示ありは631社(33%)、健

康施策・健康経営の取組みの社外への開

示ありは1,600社（84%）であった。労働災害

防止の取組みの社外への開示ありの企業が、

人材採用場面で良好な影響ありとなるオッ

ズ比は1.57（1.26-1.97）であった。一方で、

健康施策・健康経営の取組みはオッズ比が

1.73（1.28-2.34）であった。 

 

９． サプライチェーンにおけるESGおよ

び労働安全衛生マネジメント 

サプライヤー管理を実施するという観点か

ら、国際的な行動規範が今まで作成をされ

ており、体系的に管理がなされること、また

詳細な要求事項が求められていることを今

回の調査で確認することができたが、ESG

投資の視点からは、対象企業の所有する工

場での労働安全衛生項目についての情報

開示を確認するのみならず、国際的なサプ

ライヤー行動規範にある要求事項を満たす

ようにサプライヤー管理を実施することが今

後さらに求められ、特に日本企業はその対

応をさらに進めなければならない状況にあっ

た。サプライヤー管理の中での労働安全衛

生の項目の確認と、その開示状況は、安全

衛生は人権侵害の主要な要素だということ

を理解し、国際的に管理の徹底が求められ

ていた。 

 

(3) ESGニーズ調査 

１０． 機関投資家のニーズ調査、および、

企業と投資家との対話に関する実態調査 

回答した機関は、24機関（回答率9.9%）

であった。 ESGのS(social)のなかに、①労

働安全衛生、②健康経営（働く人の健康）、

③取引先企業（サプライチェーン）の労働安

全衛生が含まれることについては、60%以

上の機関が認識していた。ESG投資のおけ

る労働安全衛生および健康経営の重要度

について、労働安全衛生および健康経営に

ついては、中期（3～5年）、長期（5～30年）

ともに半数以上の機関で重視していた。次

に、投資判断やエンゲージメントで重視する

項目について尋ねた。労働安全衛生におい

て、非常に重要であると認識していた機関

は、労働災害件数（死傷者数も含む）が最

多で14機関、次いで労働安全衛生の基本

方針の制定11機関、労働安全衛生の担当
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者への教育・研修（11機関）、労働安全衛生

に関する労働者研修（10機関）であった。健

康経営では、長時間労働等の働き方に関す

る状況（15機関）、メンタルヘルス対策に関

すること（15機関）であり、経営上のリスクとな

りうる、あるいは現状課題となっている健康リ

スクを重視している投資家が多かった。取引

先企業の労働安全衛生については、調達/

取引に関する基本方針と労働災害への改

善策とその進捗・結果を重視していた（11機

関）。労働安全衛生・健康経営に関する情

報の入手先は、ホームページ（14機関）、報

告書（アニュアルレポートやCSR/ESG報告

書等）（13機関）であった。 

解析対象となった企業は1,041社であっ

た。このうち、企業から投資家へ対話を行っ

ているのは450社、投資家から企業への対

話を行っているのは352社だった。ロジステ

ィック回帰分析を行ったところ、健康経営度

総合偏差値が最も高い群(Excellent)が、最

も企業と投資家との間で対話を行っていると

いう結果になり、企業から投資家への対話

においては168社(80.8％)、投資家から企

業への対話では145社(69.7％)が該当した。

業種と企業規模を調節し、健康経営度総合

偏差値が上から 2番目に高い群（Very 

good）をreferenceとしてオッズ比を算出した。

全体として、健康経営度の総合偏差値が高

いほど健康経営に関する対話が行われてい

る事との間に相関が認められた。企業から

投資家への対話においては、OR比：2.05

（P値＝0.002）であり、投資家から企業への

対話においても、OR 比：2.66 （P値＜

0.001 )となり、これらは有意な結果であるこ

とが認められた。 

 

Ｄ．考察 および Ｅ．結論 

本研究では、(1)ESG情報開示制度調査、

(2)ESGに関連する実態調査、および、

(3)ESGニーズ調査を行った。 

(1)ESG情報開示制度調査では、まず

2020年度にLexisデータベースを利用し

て、英米法を中心とする法令を検索した

が、ヒットしなかった。2022年度に再度、

同データベースで法令検索を行ったとこ

ろ、いくつかの文献を検索できた。その

ため直近で法令関連の文書が発出されて

いることがわかった。内容は、主に情報

開示やデューディリジェンスなどについ

てであった。ESG評価インデックスを作

成している会社の情報は、インタビュー

と公開情報から収集した。いずれの評価

にも労働安全衛生が入っていること、ま

た、業種によって何を重要視するか、内

容による重み付けがされていた。ビジネ

スと人権の指導原則は、公開情報を収集

した。労働安全衛生も主要な人権と位置

付けられており、良好事例においては、

自社のみならずサプライヤーを含めて人

権配慮の取り組みがシステム化されてい

た。会計学的調査では、文献レビュー、

有価証券報告書の記載内容の調査、地方

銀行等への質問紙調査を行った。有価証

券報告書では、「第２ 事業の状況」「第
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４ 提出会社の状況」「第５ 経理」のな

かに労働安全衛生を記載していた。また、

東京証券取引所（JPX）は、コーポレー

トガバナンス・コードの改定により、補

充原則２-４①と３-１③の中で人的資本

に関わる情報を「より高水準」の内容と

して開示すべきことが求めていた。 

(2)ESGに関連する実態調査では、日本

の上場企業において、CSR関連報告書か

ら統合報告書へと移行しつつあるが、労

働安全衛生の記載率は8割を超えていた。

台湾の上場企業では、ほとんどの企業が

CSR関連報告書を発行しており、これは

上場におけるルールが整備されているか

らと考えられる。日本の上場企業では、

労働安全衛生の数値の把握について、度

数率、強度率や労災件数は多くの企業が

把握し、また、開示をしていた。これら

のアウトカム指標は社会的責任として積

極的に開示すべきと考える。健康経営度

総合偏差値が高いほど、労働災害度数率

が低く、健康経営と労働安全衛生の取り

組みは関連していることが明らかとなっ

た。両者の活動を統合して実施し、その

取り組みについて積極的に開示すること

が重要であると考える。 

(2)ESGに関連する実態調査では、日本

および台湾で2020年度にCSR関連報告書、

統合報告書の記述内容を調査した。報告

書を発行している企業の8割は労働安全

衛生を記述しており、最近では特に統合

報告書で発行している企業が増えていた。

2022年度に実施した労働安全衛生担当者

に対する質問紙調査では、労働災害件数

や度数率・強度率等の労働安全衛生に関

する指標は数値化して把握しており、ま

た、多くの者が開示すべきと考えていた。

関連分野である健康経営に関して、健康

経営度総合偏差値が高いほど、労働災害

度数率が低く、これらの相関を認めるこ

とが明らかとなった。労働安全衛生を確

実に実施することは、健康経営の評価を

あげるうえでも重要である可能性があり、

この点は企業が労働安全衛生に取り組む

インセンティブになるかも知れない。開

示の良好事例では、経営層が労働安全衛

生に直接、関与していることを具体的に

記述していること、労働安全衛生が人権

の中核的な課題であることを示している

こと、アウトカムとなる指標（数値）を

開示しており、その際、指標の具体的な

定義を示し、複数年の結果を示すことで

経年変化を示していること、結果に対す

る要因を分析し、その対応策について記

述するという工夫をしていること等の特

徴を認めた。中小企業では、2022年度で

の質問紙調査で、労働災害件数や度数

率・強度率等の労働安全衛生に関する指

標は数値化して把握しており、また、多

くの経営者が開示すべきと考えており、

上場企業と同様の結果であった。2020年

度の質問紙調査では、情報開示すること

により人材採用場面で効果が出ることが

明らかとなった。 
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(3)ESGニーズ調査では、機関投資家は

労働安全衛生に関して、労働災害件数（死

傷者数も含む）、労働安全衛生の基本方針

の制定、労働安全衛生の担当者への教

育・研修、労働安全衛生に関する労働者

研修に関心が高かった。健康経営度偏差

値の高い企業は、健康経営に関して投資

家と対話を行っていた。 

これらの結果から、以下の通り結論づ

けた。 

・現時点でESGと労働安全衛生に関連

する法的義務が出されている国は存在し

ないが、証券取引所が定めたルールによ

り、上場企業は労働安全衛生を開示する

企業が存在する。ESGインデックスを作

成する会社の評価項目に労働安全衛生が

含まれており、上場企業は開示すること

への環境は一定程度、整っているが、開

示の程度は企業によりばらつきがある。

最低限の労働安全衛生に関する開示項目

を定め、開示を促す指針が必要かも知れ

ない。労働安全衛生分野以外では、人的

資本可視化指針等が発出され始めている。 

・中小企業の経営者、上場企業の労働

安全衛生担当者は、労働災害件数や度数

率・強度率等の労働安全衛生に関する指

標は数値化して把握しており、また、多

くの者が開示すべきと考えていた。労働

安全衛生分野で開示を促すべき項目は、

これらが優先順位が高いと考えられる。 

・労働安全衛生と健康経営は、そのパ

フォーマンスに相関をみとめる可能性が

ある。今後、労働安全衛生と健康経営は

統合して進めることも一案である。これ

らの情報開示について、中小企業への調

査で、いずれの活動も、開示している企

業は人材場面での効果が高かった。この

点は情報開示することのインセンティブ

となる。機関投資家からは、労働安全衛

生はリスクマネジメント、健康経営は人

的資本への対応を捉えられており、社外

への情報開示や対話ではその点を踏まえ

た説明が必要となる。 
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